
ビワイチの通行ルール

「ビワイチ」ルートを案内する滋賀県独自の路面表示
※ 琵琶湖の反時計回りを推奨しており、湖側のみに表示しています。

▶車道の場合
自転車の走行位置(範囲)を明示しています。
車と同様に交通規制を守り走行してください。

▶自転車歩行者専用道路の場合
おおよその自転車の走行位置を示しています。
歩行者に配慮し、注意看板等に従い走行してください。

自転車は道路の左側
を一列で低速走行

自転車歩行者専用道路とは、自転車および歩行者の
交通のために設けられる独立した道路です。
ビワイチ等のサイクルルートで整備されています。

普通自転車通行可の歩道（自転車歩行者道）とは異
なり、歩行者の近くを通過する場合を除き、自転車
に徐行が義務づけられていません。

自転車歩行者専用道路とは？

「自転車歩行者
専用道路」
の補助標識

青線の意味は？

歩行者は自転車に
注意して端を通行

滋賀県土木交通部道路保全課

車は青破線をまたい
で走行可能ですが、
自転車に配慮して下
さい。

車やバイクは青線を
越えて琵琶湖側を通
行しないでください

自転車は青線
の琵琶湖側を
通行

車道の右側、
逆走は禁止
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【青破線の場合】

青破線は車線の中に設置されています。

【青実線の場合】

青実線は車線の外側に設置されています。
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車道の右側、
逆走は禁止

車道の左側、
矢羽根に
沿って通行

歩行者の近くを通過
する場合は徐行

車
道


